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令和5年度事業者集団指導

令和５年１０月１３日（金）
山梨県福祉保健部障害福祉課

１ 障害児通所支援事業所等の留意事項について

２ 児童送迎用車両への安全装置装備について

１ 障害児通所支援事業所等の留意事項について

令和５年１０月１３日（金）
山梨県福祉保健部障害福祉課
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・専門性及び質の向上に向けて、「障害福祉サービス経験者」を廃止し、保育士・児童
指導員のみに人員基準が見直された。

 令和３年３月31日時点で旧基準に基づく指定を受けている事業所については、２
年間の経過措置を設ける。

［旧基準］
指定児童発達支援の単位ごとに、児童発達支援の提供に当たる児童指導員、保育

士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、障害児の数の区分に応じ、それぞれ定
める数以上となるよう配置。（放課後等デイサービスも同様。）

［現 行］
指定児童発達支援の単位ごとに、児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保

育士の合計数が、障害児の数の区分に応じ、それぞれ定める数以上となるよう配置。
（放課後等デイサービスも同様。）

令和３年３月31日時点で指定を受けていた事業所で、「障害福祉サービス経験
者」を配置している事業所は、令和５年４月１日から「障害福祉サービス経験者」
に代えて保育士・児童指導員の配置が必要。

令和３年度報酬改定の経過措置

人員基準の見直し
（児童発達支援及び放課後等デイサービス）

障害児通所支援

令和３年度報酬改定の経過措置

感染症や災害への対応力強化

障害児支援

１ 感染症対策の強化（全サービス）
○全ての障害福祉サービス等事業者に、感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組
の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレー
ション）の実施を義務づける。

２ 業務継続に向けた取組の強化（全サービス）

○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービスが継続的に提供で
きる体制を構築する観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、業務継続に
向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等を義務づける。

令和６年度から義務化



3

令和３年度報酬改定の経過措置

障害者虐待防止の更なる推進

障害児支援

障害者虐待防止の更なる推進のため、運営基準に以下の内容が盛り込まれた。

［旧基準］
① 従業者への研修実施（努力義務）
② 虐待の防止等のための責任者の設置（努力義務）

［現 行］
① 従業者への研修実施（義務化）
② 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置すると
ともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する（義務化（新規））
③ 虐待の防止等のための責任者の設置（義務化）
(注)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等

令和４年度から義務化（令和３年度は努力義務）
事業所の運営規程に、講じた措置の記載が必要

令和３年度報酬改定の経過措置

身体拘束等の適正化の推進

障害児支援

① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心
身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開
催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施
すること。

従前からの義務

令和４年度から義務化
※令和３年度は努力義務

①から④を満たしていない場合に、基本報酬を減算
ただし、②から④については、令和５年４月から適用

※ 虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものとみなします。
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定員超過利用減算について

障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて
（児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス） ※障害児入所施設にも当該減算あり

障害児通所支援

児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算が適切に算定され
ておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が、会計検査院の検査で全国
的に確認されています。

詳細については、令和４年３月７日付け障第６３４６号「障害児通所支援における定
員超過利用減算の取扱いについて（通知）」のとおりですが、改めて次のとおり適切な
事務処理をお願いします。

○定員超過利用減算の要件について 、別紙２「障害児通所支援における定員超過利
用減算の要件等について」により再確認を行うこと 。

○毎月の報酬の請求に当たり 、定員を超過して利用者を受け入れている事業所にお
いて、 定員超過利用減算の算定の要否を別添の「障害児通所支援事業所における定
員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認すること 。

※確認シートにより定員超過利用減算の算定が不要と確認した月であっても、当該月のうち、１日に利用定員の１５０％
を超えるなど一定の範囲を超えて障害児を受け入れた日がある場合には、当該日について定員超過利用減算の算定が必要
となる点に留意

誤り等の多い加算

福祉専門職配置等加算について

障害児通所支援

○福祉専門職配置等加算（Ⅰ）
常勤の児童指導員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師

（以下「福祉専門職」という。）の割合が３５％以上

○福祉専門職配置等加算（Ⅱ）
常勤の児童指導員のうち、福祉専門職の割合が２５％以上

○福祉専門職配置等加算（Ⅲ）
①児童指導員若しくは保育士のうち、常勤配置が７５％以上
②常勤の児童指導員若しくは保育士のうち、勤続３年以上の割合が３０％以上

欠席時対応加算について

障害児通所支援

・急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合
・障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行うこと
・当該相談援助の内容を記録すること
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誤り等の多い加算

児童指導員等加配加算について

障害児通所支援

○通常求められる従業者の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業
者を配置している場合に加算

※通常求められる従業者の員数
⇒給付費の算定に必要となる員数：児童指導員または保育士のみではなく、

管理者・児童発達支援管理責任者含む

※加配となる従業者を月の常勤換算で１人以上配置すること

２ 児童送迎用車両への安全装置装備について

令和５年１０月１３日（金）
山梨県福祉保健部障害福祉課
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「こどものバス送迎・安全徹底プラン」

指定基準省令改正

○児童福祉法に基づく
指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

（令和５年３月３１日厚生労働省令第４８号改正）

・障害児の移動のために自動車を運行するときは、乗車及び降車の際に、点呼その他所
在を確実に把握することが出来る方法により障害児の所在を確認すること

・障害児の送迎を目的とした自動車に見落としを防止する装置をつけること

チェックシート等の活用による所在確認
と

児童送迎用車両への安全装置装備

⇒今後は実地指導等での確認ポイントに追加されます

「こどものバス送迎・安全徹底プラン」

所在確認や安全装置の装備の義務づけ

プラン P6 及び P7に記載のとおり、点呼等による児童の所在確認及び送迎用バスへの
安全装置の装備を義務付けることとされているが、 障害児関係事業所も義務付けの対象

義務付けの範囲は次のとおり。

○所在確認：すべての障害児通所支援事業所、障害児入所施設
○安全装置：児童発達支援事業所（センターを含む。）、放課後等デイサービス

○所在確認・安全装置
令和５年４月１日から義務付け

○「送迎用バスへの安全装置の装備」
令和６年３月末までの経過措置あり

今年度末までに全ての
対象車両に装備を
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「こどものバス送迎・安全徹底プラン」

安全管理マニュアル

プランにおいて策定された「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」について、
障害児通所支援事業所においても活用すること。

「こどものバス送迎・安全徹底プラン」

「送迎用バスへの安全装置の装備」に係る補助事業

（１）対象となる安全装置
「送迎用バスの安全装置」については、「 送迎用バスの置き去り防止を支援する安

全装置のガイドライン 」（国土交通省）に適合したものであること。
なお、ガイドラインに適合する安全装置のリストが内閣府のＨＰで公表されているの

で参考にすること。
（掲載ページ ）※リストは随時更新
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/anzen/list.html

（２）対象事業所
山梨県内（甲府市を除く。）に所在する児童発達支援センター、児童発達支援事業所、

放課後等デイサービス事業所
なお、甲府市内に所在する事業所については、甲府市が補助事業の実施主体となるこ

と 。

（３）補助基準額（令和４年度）
１台あたり１７．５万円


